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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 18年 11月 21日 (2006.11.21)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　

画 像 形 成 装 置 に お い て 、
　

こ と を 特 徴 と す る 画 像 形 成 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
　

　

【 請 求 項 ３ 】
　

ト ナ ー 像 を 担 持 す る 像 担 持 体 と 、 前 記 像 担 持 体 上 に ト ナ ー を 現 像 す る 現 像 手 段 と 、 前 記
像 担 持 体 上 の ト ナ ー 像 を 転 写 材 に 転 写 す る た め の ベ ル ト と 、 を 有 し 、 前 記 像 担 持 体 上 の ト
ナ ー 像 は 前 記 ベ ル ト と 対 向 す る 対 向 位 置 に お い て 前 記 像 担 持 体 か ら 転 写 さ れ 、 前 記 ベ ル ト
は 、 前 記 対 向 位 置 に お い て 、 前 記 像 担 持 体 と 接 触 及 び 離 間 が 可 能 で あ り 、 前 記 現 像 手 段 は
転 写 材 へ は 転 写 し な い ト ナ ー で あ る 排 出 ト ナ ー を 前 記 像 担 持 体 上 に 排 出 す る モ ー ド を 有 す
る

前 記 像 担 持 体 上 の 前 記 排 出 ト ナ ー が 前 記 ベ ル ト に 対 向 す る 時 に 、 前 記 ベ ル ト が 前 記 像 担
持 体 と 離 間 状 態 に あ る よ う に 制 御 す る

ト ナ ー 像 を 担 持 す る 像 担 持 体 と 、 前 記 像 担 持 体 上 に ト ナ ー を 現 像 す る 現 像 手 段 と 、 前 記
像 担 持 体 上 の ト ナ ー 像 を 転 写 材 に 転 写 す る た め の ベ ル ト と 、 前 記 像 担 持 体 上 の ト ナ ー を 転
写 す る た め の 転 写 手 段 と 、 を 有 し 、 前 記 像 担 持 体 上 の ト ナ ー 像 は 前 記 転 写 手 段 に 転 写 バ イ
ア ス を 印 加 す る こ と で 前 記 像 担 持 体 か ら 転 写 さ れ 、 前 記 現 像 手 段 は 転 写 材 へ は 転 写 し な い
ト ナ ー で あ る 排 出 ト ナ ー を 前 記 像 担 持 体 上 に 排 出 す る モ ー ド を 有 す る 画 像 形 成 装 置 に お い
て 、

前 記 像 担 持 体 上 の 前 記 排 出 ト ナ ー が 前 記 ベ ル ト に 対 向 す る 時 の 転 写 バ イ ア ス は 、 転 写 材
へ 転 写 す る ト ナ ー 像 を 転 写 す る 時 の 転 写 バ イ ア ス よ り も 小 さ い こ と を 特 徴 と す る 画 像 形 成
装 置 。

ト ナ ー 像 を 担 持 す る 像 担 持 体 と 、 前 記 像 担 持 体 上 に ト ナ ー を 現 像 す る 現 像 手 段 と 、 前 記
像 担 持 体 上 の ト ナ ー 像 を 転 写 材 に 転 写 す る た め の ベ ル ト と 、 前 記 像 担 持 体 上 の ト ナ ー を 転
写 す る た め の 転 写 手 段 と 、 前 記 転 写 手 段 へ 転 写 バ イ ア ス を 印 加 す る 電 源 を 有 し 、 前 記 像 担



画 像 形 成 装 置 に お い て 、
　

こ と を 特 徴 と す る 画 像 形 成 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
　

　

【 請 求 項 ５ 】
　

【 請 求 項 ６ 】
　

【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ２ ５
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ２ ５ 】
　

【 手 続 補 正 ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ２ ６
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ２ ６ 】
　 す れ ば 、 第 １ の 本 発 明 は 、

画 像 形 成 装 置 に お い て 、
　

こ と を 特 徴 と す る 画 像 形 成 装 置 。
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持 体 上 の ト ナ ー 像 は 前 記 転 写 手 段 に 転 写 バ イ ア ス を 印 加 す る こ と で 前 記 像 担 持 体 か ら 転 写
さ れ 、 前 記 現 像 手 段 は 転 写 材 へ は 転 写 し な い ト ナ ー で あ る 排 出 ト ナ ー を 前 記 像 担 持 体 上 に
排 出 す る モ ー ド を 有 す る

前 記 像 担 持 体 上 の 前 記 排 出 ト ナ ー が 前 記 ベ ル ト に 対 向 す る 時 は 前 記 転 写 手 段 と 前 記 電 源
と の 間 の 電 気 的 な 接 続 を 切 る

ト ナ ー 像 を 担 持 す る 第 １ 及 び 第 ２ の 像 担 持 体 と 、 前 記 第 １ の 像 担 持 体 上 に ト ナ ー を 現 像
す る 第 １ の 現 像 手 段 と 、 前 記 第 ２ の 像 担 持 体 上 に ト ナ ー を 現 像 す る 第 ２ の 現 像 手 段 と 、 前
記 像 担 持 体 上 の ト ナ ー 像 を 転 写 材 に 転 写 す る た め の ベ ル ト と 、 を 有 し 、 前 記 第 １ の 像 担 持
体 上 の ト ナ ー 像 は 前 記 ベ ル ト と 対 向 す る 第 １ の 対 向 位 置 に お い て 前 記 像 担 持 体 か ら 転 写 さ
れ 、 前 記 第 ２ の 像 担 持 体 上 の ト ナ ー 像 は 前 記 ベ ル ト と 対 向 す る 第 ２ の 対 向 位 置 に お い て 前
記 像 担 持 体 か ら 転 写 さ れ 、 前 記 第 １ の 現 像 手 段 は 転 写 材 へ は 転 写 し な い ト ナ ー で あ る 排 出
ト ナ ー を 前 記 第 １ の 像 担 持 体 上 に 排 出 す る こ と が 可 能 で あ り 、 前 記 第 ２ の 現 像 手 段 は 前 記
第 ２ の 像 担 持 体 上 に 排 出 ト ナ ー を 排 出 す る こ と が 可 能 で あ る 画 像 形 成 装 置 に お い て 、

前 記 第 １ の 対 向 位 置 に て 前 記 ベ ル ト に 転 写 さ れ た 前 記 第 １ の 像 担 持 体 上 の 排 出 ト ナ ー が
前 記 ベ ル ト に よ っ て 前 記 第 ２ の 対 向 位 置 に 来 る 時 に 、 前 記 第 ２ の 像 担 持 体 上 の 排 出 ト ナ ー
が 前 記 第 ２ の 対 向 位 置 に 来 る よ う に 制 御 す る こ と を 特 徴 と す る 画 像 形 成 装 置 。

前 記 ベ ル ト は 前 記 像 担 持 体 か ら ト ナ ー 像 の 転 写 を 受 け 、 前 記 ベ ル ト 上 の ト ナ ー 像 は 転 写
材 へ 転 写 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ か ら ４ の い ず れ か 一 項 に 記 載 の 画 像 形 成 装 置 。

前 記 ベ ル ト は 転 写 材 を 担 持 し 、 前 記 像 担 持 体 上 の ト ナ ー 像 は 前 記 ベ ル ト 上 に 担 持 さ れ た
転 写 材 へ 転 写 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ か ら ４ の い ず れ か 一 項 に 記 載 の 画 像 形 成 装
置 。

上 述 の よ う に 、 現 像 手 段 か ら の 吐 き 出 し ト ナ ー が 、 中 間 転 写 ベ ル ト ま た は 転 写 材 搬 送 体
上 か ら 除 去 す る ト ナ ー を 蓄 積 す る ス ペ ー ス を 多 く 要 す る 等 の 構 成 上 の 制 約 が 増 え る こ と と
な る 。

要 約 ト ナ ー 像 を 担 持 す る 像 担 持 体 と 、 前 記 像 担 持 体 上 に ト ナ
ー を 現 像 す る 現 像 手 段 と 、 前 記 像 担 持 体 上 の ト ナ ー 像 を 転 写 材 に 転 写 す る た め の ベ ル ト と
、 を 有 し 、 前 記 像 担 持 体 上 の ト ナ ー 像 は 前 記 ベ ル ト と 対 向 す る 対 向 位 置 に お い て 前 記 像 担
持 体 か ら 転 写 さ れ 、 前 記 ベ ル ト は 、 前 記 対 向 位 置 に お い て 、 前 記 像 担 持 体 と 接 触 及 び 離 間
が 可 能 で あ り 、 前 記 現 像 手 段 は 転 写 材 へ は 転 写 し な い ト ナ ー で あ る 排 出 ト ナ ー を 前 記 像 担
持 体 上 に 排 出 す る モ ー ド を 有 す る

前 記 像 担 持 体 上 の 前 記 排 出 ト ナ ー が 前 記 ベ ル ト に 対 向 す る 時 に 、 前 記 ベ ル ト が 前 記 像 担
持 体 と 離 間 状 態 に あ る よ う に 制 御 す る で あ る

第 ２ の 本 発 明 は 、 ト ナ ー 像 を 担 持 す る 像 担 持 体 と 、 前 記 像 担 持 体 上 に ト ナ ー を 現 像 す る
現 像 手 段 と 、 前 記 像 担 持 体 上 の ト ナ ー 像 を 転 写 材 に 転 写 す る た め の ベ ル ト と 、 前 記 像 担 持
体 上 の ト ナ ー を 転 写 す る た め の 転 写 手 段 と 、 を 有 し 、 前 記 像 担 持 体 上 の ト ナ ー 像 は 前 記 転



　

【 手 続 補 正 ４ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ２ ７
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ２ ７ 】
　 第 の 本 発 明 は 、

画 像 形 成 装 置 に お い て 、
　

こ と を 特 徴 と す る 画 像 形 成 装 置 。
　

　

【 手 続 補 正 ５ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ２ ８
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ２ ８ 】
　 本 発 明 の 画 像 形 成 装 置 は 、

【 手 続 補 正 ６ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 図 面
【 補 正 対 象 項 目 名 】 図 ９
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
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写 手 段 に 転 写 バ イ ア ス を 印 加 す る こ と で 前 記 像 担 持 体 か ら 転 写 さ れ 、 前 記 現 像 手 段 は 転 写
材 へ は 転 写 し な い ト ナ ー で あ る 排 出 ト ナ ー を 前 記 像 担 持 体 上 に 排 出 す る モ ー ド を 有 す る 画
像 形 成 装 置 に お い て 、

前 記 像 担 持 体 上 の 前 記 排 出 ト ナ ー が 前 記 ベ ル ト に 対 向 す る 時 の 転 写 バ イ ア ス は 、 転 写 材
へ 転 写 す る ト ナ ー 像 を 転 写 す る 時 の 転 写 バ イ ア ス よ り も 小 さ い こ と を 特 徴 と す る 画 像 形 成
装 置 で あ る 。

３ ト ナ ー 像 を 担 持 す る 像 担 持 体 と 、 前 記 像 担 持 体 上 に ト ナ ー を 現 像 す る
現 像 手 段 と 、 前 記 像 担 持 体 上 の ト ナ ー 像 を 転 写 材 に 転 写 す る た め の ベ ル ト と 、 前 記 像 担 持
体 上 の ト ナ ー を 転 写 す る た め の 転 写 手 段 と 、 前 記 転 写 手 段 へ 転 写 バ イ ア ス を 印 加 す る 電 源
を 有 し 、 前 記 像 担 持 体 上 の ト ナ ー 像 は 前 記 転 写 手 段 に 転 写 バ イ ア ス を 印 加 す る こ と で 前 記
像 担 持 体 か ら 転 写 さ れ 、 前 記 現 像 手 段 は 転 写 材 へ は 転 写 し な い ト ナ ー で あ る 排 出 ト ナ ー を
前 記 像 担 持 体 上 に 排 出 す る モ ー ド を 有 す る

前 記 像 担 持 体 上 の 前 記 排 出 ト ナ ー が 前 記 ベ ル ト に 対 向 す る 時 は 前 記 転 写 手 段 と 前 記 電 源
と の 間 の 電 気 的 な 接 続 を 切 る で あ る

第 ４ の 本 発 明 は 、 ト ナ ー 像 を 担 持 す る 第 １ 及 び 第 ２ の 像 担 持 体 と 、 前 記 第 １ の 像 担 持 体
上 に ト ナ ー を 現 像 す る 第 １ の 現 像 手 段 と 、 前 記 第 ２ の 像 担 持 体 上 に ト ナ ー を 現 像 す る 第 ２
の 現 像 手 段 と 、 前 記 像 担 持 体 上 の ト ナ ー 像 を 転 写 材 に 転 写 す る た め の ベ ル ト と 、 を 有 し 、
前 記 第 １ の 像 担 持 体 上 の ト ナ ー 像 は 前 記 ベ ル ト と 対 向 す る 第 １ の 対 向 位 置 に お い て 前 記 像
担 持 体 か ら 転 写 さ れ 、 前 記 第 ２ の 像 担 持 体 上 の ト ナ ー 像 は 前 記 ベ ル ト と 対 向 す る 第 ２ の 対
向 位 置 に お い て 前 記 像 担 持 体 か ら 転 写 さ れ 、 前 記 第 １ の 現 像 手 段 は 転 写 材 へ は 転 写 し な い
ト ナ ー で あ る 排 出 ト ナ ー を 前 記 第 １ の 像 担 持 体 上 に 排 出 す る こ と が 可 能 で あ り 、 前 記 第 ２
の 現 像 手 段 は 前 記 第 ２ の 像 担 持 体 上 に 排 出 ト ナ ー を 排 出 す る こ と が 可 能 で あ る 画 像 形 成 装
置 に お い て 、

前 記 第 １ の 対 向 位 置 に て 前 記 ベ ル ト に 転 写 さ れ た 前 記 第 １ の 像 担 持 体 上 の 排 出 ト ナ ー が
前 記 ベ ル ト に よ っ て 前 記 第 ２ の 対 向 位 置 に 来 る 時 に 、 前 記 第 ２ の 像 担 持 体 上 の 排 出 ト ナ ー
が 前 記 第 ２ の 対 向 位 置 に 来 る よ う に 制 御 す る こ と を 特 徴 と す る 画 像 形 成 装 置 で あ る 。

現 像 手 段 か ら 排 出 さ れ る 排 出 ト ナ ー の 中 間 転 写 ベ ル ト 等 へ の
転 写 を 抑 制 す る こ と に よ り 、 中 間 転 写 ベ ル ト 上 の ト ナ ー の 除 去 負 担 を 軽 減 す る こ と が で き
る 。 従 っ て 、 本 発 明 に よ れ ば 、 例 え ば 中 間 転 写 ベ ル ト 等 の 廃 ト ナ ー 容 器 の 省 ス ペ ー ス 化 を
図 る こ と が で き る 。



【 図 ９ 】
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